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男鹿市条例第１０号 

 

   男鹿市出産祝金支給条例の一部を改正する条例 

 男鹿市出産祝金支給条例（平成１７年男鹿市条例第１１５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

男鹿市お誕生おめでとう祝金支給条例 男鹿市出産祝金支給条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、男鹿市（以下「市」という。）に生まれ
た子どもを祝福し、お誕生おめでとう祝金（以下「祝金」と
いう。）を支給することにより、子どもの健やかな成長に資
することを目的とする。 

第１条 この条例は、男鹿市（以下「市」という。）の人口の
増加を願い、出産祝金を支給することにより、出産を推奨す
るとともに、生まれた子どもの健やかな成長に資することを
目的とする。 

（支給対象者） （出産祝金支給の要件） 

第２条 祝金の支給対象者は、次に掲げる者とする。 第２条 出産祝金は、市に居住し、市の住民基本台帳に記録さ

れている者で、新生児を出産したものに支給する。 

⑴ 出生後最初の住民登録が市になされた者  

⑵ 出生後１年以内に特別養子縁組された者のうち、特別養
子縁組成立後の最初の住民登録が市になされた者 

 

（祝金の額） （出産祝金の額） 

第３条 祝金の額は、支給対象者一人につき 10万円とする。 第３条 出産祝金の額は、次の各号に掲げる出生した子の区分
に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 第１子及び第２子 ５万円 

 ⑵ 第３子以降 20万円 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前までに妊娠の届出をされた第３子以降の新生児に係る出産祝金の支給については、なお従前の

例による。 


